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戦
後
60
周
年
に
あ
た
り
、
国
が

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
し
て
改
め

て
弔
慰
の
意
を
表
す
た
め
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。こ
れ
は
、

平
成
17
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
、

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
か

た
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）

が
い
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
さ
れ
る
か
た
は
、
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一

人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
の
順
位

１
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
か
た

２
戦
没
者
等
の
子

３
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

※
平
成
17
年
４
月
１
日
に
お
い
て

婚
姻
に
よ
り
姓
が
変
わ
っ
て
い
る

か
た
ま
た
は
遺
族
以
外
の
か
た
と

養
子
縁
組
を
し
て
い
る
か
た
は
除

か
れ
ま
す
。

４
上
記
順
位
３
以
外
の
①
父
母
②

孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
上
記
順
位
１
〜
４
以
外
の
三
親

等
内
の
親
族

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
か
た
に
限
ら
れ
ま
す
。

支
給
内
容

額
面
40
万
円
、
10
年
償
還
の
記

名
国
債
。

請
求
期
間

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
。

【
請
求
等
に
伴
う
説
明
会
】

◇
日
時

９
月
21
日
�
　
午
前
10

時
〜

◇
場
所

役
場
第
１
会
議
室

※
詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」封
筒

募
金社

会
を
明
る
く
す
る
運
動
明
和

町
実
施
委
員
会
と
保
護
司
会
が
中

心
と
な
り
、
町
民
の
皆
様
に
募
金

を
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多

額
の
浄
財
を
い
た
だ
き
大
変
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
浄
財
は
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い

明
る
い
社
会
づ
く
り
の
た
め
に
使

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

募
金
　
３
９
２
、
１
８
０
円

日
本
赤
十
字
社
の
社
費（
寄
付
金
）

町
民
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り

赤
十
字
事
業
に
つ
い
て
格
別
な
ご

支
援
を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

さ
て
、
本
年
も
多
額
の
社
費
を

お
寄
せ
い
た
だ
き
大
変
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
資
金
は
、
国
内
の
災

害
救
助
を
は
じ
め
と
し
て
国
際
救

助
活
動
や
各
種
の
社
会
福
祉
活
動

な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
社
費
は
、

早
速
全
額
を
日
本
赤
十
字
社
群
馬

県
支
部
へ
送
金
し
ま
し
た
。

社
費
　
２
、３
４
２
、６
０
０
円

国
勢
調
査
は
、「
統
計
法
」

に
基
づ
き
、
5
年
ご
と
に
行

わ
れ
る
国
の
最
も
基
本
的
な

統
計
調
査
で
、
今
年
で
18
回

目
を
迎
え
ま
す
。

◇
方
法

9
月
下
旬
か
ら
10

月
上
旬
に
か
け
て
国
勢
調

査
員
が
各
世
帯
へ
、
調
査

票
の
配
布
・
受
け
取
り
に

伺
い
ま
す

◇
調
査
結
果
に
つ
い
て

少

子
高
齢
化
社
会
へ
の
取
組

や
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の

大
切
な
デ
ー
タ
に
な
り
ま

す
。
提
出
い
た
だ
い
た
調

査
票
は
厳
重
に
管
理
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
集
計
が
終

わ
っ
た
後
は
、
溶
解
処
分

さ
れ
、
再
生
紙
と
し
て
利

用
さ
れ
ま
す

国
勢
調
査
に

ご
協
力
を
！
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